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【公開番号】特開2015-191191(P2015-191191A)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月24日(2017.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナーを収容した収容容器が着脱可能な画像形成装置であって、
　トナーを収容する現像器を有し、前記現像器に収容された前記トナーを用いて画像を形
成する画像形成手段と、
　装着された収容容器を駆動させ、前記収容容器から前記現像器へトナーを補給する補給
手段と、
　前記収容容器から前記現像器へ補給されたトナーが通過する補給経路に設けられた回転
部材を回転させて、前記補給経路内の前記トナーを前記現像器へ搬送するトナー搬送手段
と、
　前記補給手段を制御する制御手段と、
　前記現像器に収容された前記トナーの量を検知する第１検知手段と、
　前記第１検知手段の検知結果に基づいて前記装着された収容容器の交換を報知する報知
手段と、
　前記収容容器の交換を検知する第２検知手段と、
　前記トナー搬送手段の異常を検知する第３検知手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記第１検知手段により前記現像器内のトナーの量が所定量より少な
いことが検知された状態で、前記第２検知手段により前記収容容器の交換が検知された場
合、前記補給手段による所定の補給動作を実行させ、
　前記報知手段は、前記補給手段による前記所定の補給動作が実行された後、前記第１検
知手段により検知された前記トナーの量が前記所定量よりも少なければ、前記装着された
収容容器の交換を報知し、
　前記第３検知手段は、前記所定の補給動作の実行回数が所定回数に達した後に前記第１
検知手段により検知された前記トナーの量が前記所定量より少ない場合、前記トナー搬送
手段の異常を検知することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記補給経路の空き容量に基づいて前記所定回数を決定する決定手段を更に有すること
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を特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記補給手段により前記現像器へ補給されたトナーの補給量に基づいて前記所定回数を
決定する決定手段を更に有することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第３検知手段により前記トナー搬送手段の異常が検知された場合
、前記補給手段による補給動作を禁止することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一
項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記画像形成手段は、前記第３検知手段により前記トナー搬送手段の異常が検知された
後、画像形成を禁止することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の画像形
成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を有する。すなわち、トナーを収容し
た収容容器が着脱可能な画像形成装置であって、トナーを収容する現像器を有し、前記現
像器に収容された前記トナーを用いて画像を形成する画像形成手段と、装着された収容容
器を駆動させ、前記収容容器から前記現像器へトナーを補給する補給手段と、前記収容容
器から前記現像器へ補給されたトナーが通過する補給経路に設けられた回転部材を回転さ
せて、前記補給経路内の前記トナーを前記現像器へ搬送するトナー搬送手段と、前記補給
手段を制御する制御手段と、前記現像器に収容された前記トナーの量を検知する第１検知
手段と、前記第１検知手段の検知結果に基づいて前記装着された収容容器の交換を報知す
る報知手段と、前記収容容器の交換を検知する第２検知手段と、前記トナー搬送手段の異
常を検知する第３検知手段と、を有し、前記制御手段は、前記第１検知手段により前記現
像器内のトナーの量が所定量より少ないことが検知された状態で、前記第２検知手段によ
り前記収容容器の交換が検知された場合、前記補給手段による所定の補給動作を実行させ
、前記報知手段は、前記補給手段による前記所定の補給動作が実行された後、前記第１検
知手段により検知された前記トナーの量が前記所定量よりも少なければ、前記装着された
収容容器の交換を報知し、前記第３検知手段は、前記所定の補給動作の実行回数が所定回
数に達した後に前記第１検知手段により検知された前記トナーの量が前記所定量より少な
い場合、前記トナー搬送手段の異常を検知する。
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